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お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の専門医による相談を開催しています。

相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 

　ご本人に限らずご家族からの相談もお受けします。また、相談者の

プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。 

11月8日（月）午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治医のいない方やその家族 

無料 

電話で事前に予約してください（完全予約制）。 

r岐阜保健所　健康増進課保健予防係　蕁380‐3004

明治安田生命保険相互会社　 
岐阜支社（岐阜市） 
地元の元気応援寄附として　現金　616,500円 

藤田力さん（東陽町） 
・書「寿」　北村西望　作 

・こきりこささら　1本 

 

　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

健康電話相談 
　岐阜県保険医協会が、電話での医療相談を行います。会員の医

師が相談に応じますので、健康に関する日頃気になるちょっとした疑

問や悩みごとがありましたら、お気軽にお電話ください。 

11月7日（日）午前10時～午後3時　　相談料　無料 
※今回は、歯科相談は実施しません。 

d岐阜県保険医協会　蕁267‐0711

墓地の適正な管理を 
　町営墓地において、ごみが散乱したり、雑草が繁茂している区画が見受けられます。使用区画内の掃

除や除草は、各使用者で行い、お花やお供え物は、必ず持ち帰りましょう。 

　また、使用権を継承するときや、墓じまいをしたときは、速やかに届出をしてください。 

c環境経済課　蕁388‐1114
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　11月21日（日）は、家庭の日です。心豊かな明るい家庭づくりをし
ましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで、働くことの大切さについて語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

　国税庁（税務署）では、国民の皆様に、租税の意義
や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていた
だくために、国税庁ホームページなどで様 な々情報を
提供しています。ぜひご覧ください。 
c岐阜南税務署　蕁271‐7111

11月11日～17日　税を考える週間 

危険ドラック「ダメ・ゼッタイ」 

10月1日～11月30日　麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

出し方 
・できる限り乾燥させてください。 
・回収時、梱包に使用した紐・袋・ダンボール
箱などはお持ち帰りいただきます。 
・フレコンバックは繰り返し使え、回収が短時
間で行えるため、おすすめです。 

　  回収できない緑ごみ 
・土や実、花のついたもの（土がついた落ち葉・根付きの草）・わら・毒性のもの 
・トゲがあるもの（バラ・サボテンなど） 

　回収できないごみが混ざっていると、分別に時間がかかるため、混ぜないでください。 
　回収できない緑ごみは、土をはらって「可燃ごみ（長さ30cm、直径3cm以内）」または「粗
大ごみ」で出してください。 

c環境経済課　蕁388‐1114

緑ごみとは 
せん定した木の枝や葉・竹・刈草 
回収できる緑ごみの大きさ 
長さ1m以内、直径20cm以内 

回収場所・日時 

※回収時間以外の持ち込み
はできません。 
　混雑状況により、お待ちいた
だくことがあります。回収開始
後30分間は混む傾向があります。 

回収場所 回収日 
松枝公民館 
総合会館 
笠松町 

自己搬入施設 
（緑町78番地） 

毎月 
第2・4土曜日 

回収時間 
8：30～9：30 
10：30～11：30 

13：30～14：30
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寄　　　附 寄　　　贈 

緑ごみを公共施設で 
回収しています 

ごみを 
減らしましょう 
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㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 
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TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808
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